
【基本情報】

若者雇用
促進法

えるぼし
認定相当

プラチナ
えるぼし
認定相当

(常時雇用者

100人未満）

一般事業
主行動計
画策定

くるみん
認定、トラ
イくるみん
認定相当

プラチナく
るみん認
定相当

ユース
エール認
定相当

(本社又は主たる事務所）

（日本国内の事業所）

②企業規模
(人）

法人番号

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の認定等相当確認（基本情報）

部署 氏名
③設立年

⑥担当者【非公表】

電話番号
連絡先メールア

ドレス

④本社又は主たる事務所
並びに

日本国内の事業所の所在地
⑤法人URL

外国法人

名称
（正式名称）

フリガナ

※企業認定等相当確認区分

女性活躍推進法 次世代法

①業種

【記入上の留意事項】

Ⅰ 依頼様式【基本情報】について（→共通様式）

・外国法人名・法人番号及び①～⑥すべてについて、記載すること。

・①業種については、「日本標準産業分類」に掲げる大分類（製造業にあっては別表別紙の中分類）

により定めたものを記入すること。

Ⅱ 添付書類個別様式について（→届出ごとに、該当する別添書類に必要事項を記載してください。）

・別添１：女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定）

・別添２：次世代法に基づく認定（くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定）

・別添３：若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）

情報公表依頼様式（共通）


